
 

大阪市港湾審議会運営要綱 

 

制    定  昭和 49年 9月 26日 

最近改正  令和 3年  1月 14日 

 

 

（目的） 

第 1条 この要綱は、大阪市港湾審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審

議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（会議の招集） 

第 2条   会長は、会議の開会の日前 7日までに会議の日時、場所及び議題を委員に通知し

なければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りではない。 

2 大阪市港湾審議会条例（昭和 49 年大阪市条例第 54 号。以下「条例」という。）第 4

条第 1項に規定する会長互選前の会議の通知は、市長が、これを行うこととする。 

（会議の開催） 

第 3条 会議は、定例会及び臨時会とする。 

（1）定例会は、毎年 1回開催する。 

（2）臨時会は、必要に応じて開催する。 

（代理出席） 

第 4 条 条例第 3 条第 3 項第 4 号に掲げる委員は、会議にその職務を代理する者を出席さ

せることができる。 

（出席者の確認） 

第 5 条 会長は、会議の議長となり、会議前に庶務を担当する大阪港湾局（以下「庶務担

当局」という。）より、出席委員数を報告させなければならない。 

（議題の変更） 

第 6条 会長が必要と認めたときは、議題を変更することができる。 

2 委員は、出席委員の過半数の同意を得て、議題を追加することができる。 

（議事録） 

第 7 条 会長は、庶務担当局をして会議の議事録を作成し、次の事項を記録させなければ

ならない。 

（1）会議の日時及び場所 

（2）出席委員の氏名 

（3）議事の要領及び発言の要旨 

（4）議事の結果 

（5）その他必要事項 

（議事録の署名） 

第 8 条 議事録には、会長及び会長の指名する出席委員の 2 名が、署名しなければならな

い。 

資料１ 
（案） 

 太字は追記 



（会議の公開） 

第 8条の 2 会議は、別に定める大阪市港湾審議会公開基準に従い、原則として公開するも

のとする。 

（専門部会） 

第 9条 条例第 6条第 1項の規定により、審議会に専門部会を置く。 

2 次の各号に掲げる事項については、専門部会の決議をもって審議会の決議とすること

ができる。 

（1）港湾法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 98 号）第 1 条の 12 に規定する港湾計画の

軽易な変更 

（2）大阪市港湾環境整備負担金条例（昭和 55年大阪市条例第 29号）第 9条の規定に基

づき市長が諮問する事項 

3 専門部会の会議は、会長が招集する。 

4 第 2条、第 4条、第 5条、第 7条、第 8条及び前条の規定は、専門部会に関して準用

する。 

（幹事会） 

第 10条 幹事会の会議は、会長が招集する。 

2 幹事会は、審議会（前条第 2項に規定する場合においては専門部会。以下この条にお

いて同じ。）において審議すべき事項について、あらかじめ調査審議することができる。 

3 前項による幹事会の決定は、審議会に報告して、その承認を得なければならない。 

4 条例第 5 条第 2 項及び第 3 項並びにこの要綱の第 2 条、第 5 条及び第 7 条の規定は、

幹事会に準用する。 

（ウェブ会議の方法による会議の開催等） 

第 11条 審議会（専門部会及び幹事会を含む。）の委員（幹事を含む。）は、新型コロナウ

イルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和 2

年政令第 11 号）第 1 条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）のまん延防止措

置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合等には、

ウェブ会議の方法（インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、

資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。）で審議会の会議に参加することができる。

この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会

の会議に出席したものとみなすものとする。 

 

（書面による会議の開催） 

第 12条 会長は、緊急に審議会を開催する必要がある場合や、災害その他それに類する事

案等、やむを得ない理由がある場合は、書面により会議を開催することができる。その

場合、会長は、事案の概要を記載した書面を委員に送付したうえで、その意見を聴取し、

その総意をもって審議会の決議に代えることができる。 

2 前項による会議の開催は、幹事会においても同様とする。 

 



 

附則 

この要綱は、昭和 49年 9月 26日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和 60年 4月 1日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 10年 10月 19日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 20年 2月 8日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 23年 12月 15日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和 2年 10月 1日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和 3年 1月 14日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和 年 月  日から施行する。 


